
小型除雪機械修繕仕様書

1.名 称 小型除雪車定期整備（堀之内除雪センター）

2.履行場所 魚沼市 根小屋 地内

3.履行期間 契約締結日の日から120日間

4.目 的 定期点検にて整備が必要と判断された車両を、1シーズンを通し安全で適切
に使用できるよう整備を行なうもの。

5.修繕内容 別紙設計図書のとおり

6.支払い条件 納品完了及び検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。

7.修繕についての留意事項
① 使用材料・備品等は、メーカー純製品を基本として使用すること。純製品がない
場合は、純製品同等以上のものとすること。
② 修繕完了後、使用開始前の清掃については施工業者の責任において行う。
③ 引き渡しについては監督員の検査、承認を受けた後とすること。
④ 安全管理について、高所作業による足場、点検台よりの落下防止については充分に
注意し、安全管理を徹底すること。


